
 

 

令和８年度ひらかたゼロカーボン推進補助金交付要領 

 

施行日 令和８年５月８日 

 

（趣旨） 

第１条 

 この要領は、枚方市補助金等交付規則（昭和 40年枚方市規則第 30号。以下「規則」という。）、令和８

年度ひらかたゼロカーボン推進補助金交付要綱（以下、「要綱」という。）及び二酸化炭素排出抑制対策事

業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和８年３月 31 日環地域事発第 2603313

号）の規定に基づき交付する、ひらかたゼロカーボン推進補助金（以下、「補助金」という。）の令和８年

度における手続きについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付の申込） 

第２条 

 補助金の交付を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、補助対象設備の導入完了前に補助金

の交付を受けようとする場合は、令和８年５月 11日から令和９年１月 29日までの間に、ひらかたゼロカ

ーボン推進補助金交付申込書（様式第１号）（以下「申込書」という。）に次に掲げる書類を添付して、市

長に提出しなければならない。 

⑴ 実施計画書（様式第２号） 

⑵ 実施計画書設備個票（様式第３号の１から第３号の５まで） 

⑶ 補助対象経費に係る見積書の写し（内訳の記載があるもの） 

⑷ 導入設備の仕様及び設置場所が分かる資料（カタログ、配置図、位置図、写真等） 

⑸ 太陽光発電設備導入に係る誓約書（様式第４号）（太陽光発電設備導入に限る。） 

⑹ 蓄電池設備導入に係る誓約書（様式第５号）（蓄電池設備導入に限る。） 

⑺ 住民票の写し又は運転免許証、マイナンバーカードの写しなど写真付本人確認書類（個人に限る） 

⑻ 法人の登記事項証明書（申込日前３カ月以内に取得したもの）（法人に限る） 

⑼ 営業許可書、開業届出書、確定申告書の写しのいずれかの書類（個人事業主に限る） 

⑽ 市税の滞納無証明 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 申込者は、補助対象設備の導入完了後に補助金の交付を受けようとする場合は、令和８年５月 11 日

から令和９年１月 29 日までの間に、申込書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 実施結果書（様式第６号） 

⑵ 実施結果書設備個票（様式第７号の１から第７号の５まで） 

⑶ 導入設備の設置に係る契約書の写し 

⑷ 導入設備の設置に係る領収書（請求書等）の写し（支払い明細が分かること） 

⑸ 導入設備の仕様が分かる資料（カタログ等） 

⑹ 導入設備の設置状況が分かる写真（自宅等の一部と設備全体及び銘板がそれぞれ映っているもの） 

⑺ 出力対比表の写し（太陽光発電設備導入に限る。） 

⑻ 太陽光発電設備導入に係る誓約書（様式第４号）（太陽光発電設備導入に限る。） 

⑼ 送配電事業者等への系統連系申込書の写し（太陽光発電設備導入に限る。） 

⑽ 単線結線図（事業者用太陽光発電設備導入に限る。） 

⑾ 蓄電池設備導入に係る誓約書（様式第５号）（蓄電池設備導入に限る。） 

⑿ 住民票の写し又は運転免許証、マイナンバーカードの写しなど写真付本人確認書類（個人に限る） 

⒀ 法人の登記事項証明書（申込日前３カ月以内に取得したもの）（法人に限る） 

⒁ 営業許可書、開業届出書、確定申告書の写しのいずれかの書類（個人事業主に限る） 

⒂ 市税の滞納無証明 



 

 

⒃ 導入設備のメーカーが発行する保証書の写し（電気自動車の場合、自動車検査証記録事項の写し） 

⒄ 竣工検査報告書の写し 

⒅ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 前２項の申込のうち、要綱第５条第１項第１号から第４号までの対象設備については、補助対象経費

を２者以上からの見積り等で比較していること。 

４ 申込額の合計が、予算額を上回ることとなった日の申込は、抽選により補助金の交付を受ける者の優

先順位を決定するものとする。 

 

（交付の決定及び確定） 

第３条 

 市長は、前条第１項の規定による申込があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したと

きは、ひらかたゼロカーボン推進補助金交付決定通知書（様式第８号。以下「交付決定通知」という。）

により、交付しない決定をしたときはひらかたゼロカーボン推進補助金不交付決定通知書（様式第９号）

により、当該申込を行った者に通知するものとする。 

２ 市長は、前条第２項の規定による申込があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるとき

は第８条の規定による現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定したときは、ひら

かたゼロカーボン推進補助金交付決定兼確定額通知書（様式第 10号）により、交付しない決定をしたと

きは補助金不交付決定通知書（様式第９号）により、当該申込を行った者に通知するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、申込を行った者が規則第６条の２に該当する場合は、補助金の

交付の決定をしない。 

 

（申込内容の変更等） 

第４条 

前条第１項又は第２項の交付決定通知により交付の決定があった者（以下「交付決定者」という。）は、

補助事業の内容を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめひらかたゼロカーボン推進補助金（変

更・廃止）承認申請書（様式第11号）を市長に提出しなければならない。変更の場合は、交付申込時の

提出書類に準じて、変更内容がわかるように記載した資料を添付するものとする。ただし、補助金の金

額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、ひらかたゼロカーボン推進補助金

（変更・廃止）決定通知書（様式第12号）により、変更後の決定内容を当該交付決定者に通知するもの

とする。 

 

（交付の条件） 

第５条 

 補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。 

⑴ 交付決定者は、補助対象設備について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後におい

ても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って、その効率的運用を図らなけれ

ばならない。 

⑵ 交付決定者は、処分制限期間（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40年大蔵省第 15号））

が経過するまで、補助対象設備（取得価格が単価 50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重

要な財産）を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し

（廃棄を含む。）を行ってはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。 

⑶ 前号にかかわらず、補助対象設備の内、電気自動車の処分制限期間は４年とする。 

⑷ 交付決定者は、第２号ただし書の市長の承認を受ける場合は、あらかじめ財産処分等承認申請書（様

式第 13号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項第４号の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認に伴う条件を財産処分等

承認通知書（様式第 14号）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

３ 市長は、交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成する



 

 

ために必要な条件を付するものとする。 

 

（補助事業の完了予定期日の変更） 

第６条 

 補助事業の予定が期間内に完了しないため、当該事業の完了予定期日を変更しようとするときは、市長

に完了予定期日変更報告書（様式第 15 号）を提出し、その旨を報告するものとする。ただし、変更後の

完了予定期日が当初の完了予定期日後２か月以内である場合は、この限りでない。 

 

（状況報告） 

第７条 

 市長は、必要と認めるときは、交付決定者に対して、経理状況その他必要な事項について、補助対象事

業の遂行状況を求めることができる。 

 

（現地調査） 

第８条 

 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて現地調査を行うことができる。 

 

（実績報告） 

第９条 

 交付決定者（第２条第１項の規定による交付申込を行った者に限る。）は、補助対象設備の導入が完了

したときは、すみやかに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

⑴ 実施結果書（様式第６号） 

⑵ 実施結果書設備個票（様式第７号の１から第７号の５まで） 

⑶ 導入設備の設置に係る契約書の写し 

⑷ 導入設備の設置に係る領収書（請求書、振込明細書等）の写し（支払い明細が分かること） 

⑸ 導入設備の設置状況が分かる写真（自宅等の一部と設備全体及び銘板がそれぞれ映っているもの） 

⑹ 出力対比表の写し（太陽光発電設備導入に限る。） 

⑺ 送配電事業者等への系統連系申込書の写し（太陽光発電設備導入に限る。） 

⑻ 単線結線図（事業者用太陽光発電設備導入に限る。） 

⑼ 導入設備のメーカーが発行する保証書の写し（電気自動車の場合、自動車検査証の写し） 

⑽ 竣工検査報告書の写し 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の提出は、令和９年２月26日までに行わなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による書類の提出があった場合は、その報告に係る交付申込及び交付決定の

内容に適合するものであるかを審査し、必要があると認めるときは第８条の規定による現地調査等を行

い、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ひらかたゼロカーボン推進補助金交付

確定額通知書（様式第16号）により通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第10条 

 交付決定者（第２条第１項の規定による交付申込を行った者に限る。）は、前条第３項の規定による通

知があった場合は、ひらかたゼロカーボン推進補助金交付請求書（様式第 17 号）をすみやかに提出し、

補助金の交付を請求するものとする。 

２ 交付決定者（第２条第２項の規定による交付申込を行った者に限る。）は、第３条第２項の規定によ

る交付決定の通知があった場合は、ひらかたゼロカーボン推進補助金交付請求書（様式第 17 号）をすみ

やかに提出し、補助金の交付を請求するものとする。 

３ 前２項の請求は、令和９年３月 12日までに行わなければならない。 

４ 市長は、第１項又は第２項の請求に基づき補助金を交付するものとする。 



 

 

（補助金の額の再確定） 

第 11条 

 交付決定者は、第３条第２項又は第９条第３項の規定による確定額通知を受けた後において、補助金に

関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助金に要した経費を減額する

べき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した書類を第２条第２項又は第９条第１項に

準じて提出するものとする。 

２ 市長は、前項に基づく書類の提出を受けた場合は、第３条第２項又は第９条第３項に準じて改めて額

の再確定を行うものとする。 

３ 市長は、交付決定者に補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付され

ているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から 20日以内とし、期限内に納付がない場合は、

未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて 10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴す

るものとする。 

 

（交付決定の取消） 

第 12条 

 市長は、補助事業の全部又は一部の廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合に

は、交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助金の交付の条件に違反したとき。 

⑵ 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

⑶ 要綱又は規則に違反したとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、ひらかたゼロカーボン推進補助金交付決

定取消通知書（様式第 18号）により交付決定者に通知する。 

 

（補助金の返還） 

第 13条 

 市長は、前条第１項の規定による取消しを行った場合について、既に当該取消しに係る部分に関し補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、前項の返還を命ずる場合であって、規則第 18 条第１項に基づく交付の決定の取消しである

場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利 10.95パーセントの

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

３ 第１項に基づく補助金の返還については、第 11条第４項の規定を準用する。 

 

（電子情報処理組織による申込等） 

第 14条 

 申込者は、第２条の交付の申込、第９条の実績報告、第 10 条の補助金の請求については、電子申込に

より行うことができる。ただし、要綱第４条第１項第１号、第２号に掲げる対象設備に係る電子申込につ

いては、第 10条の補助金の請求に限る。 

 

 

（書類の保管等） 

第15条 

 交付決定者は、補助金について経理を明らかにする書類、当該設備の仕様が分かる書類及び帳簿を作

成し、対象事業の完了した年度の翌年度から起算して、５年間保存しなければならない。ただし、補助

対象設備について、第５条第１項第２号で定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理

台帳その他関係書類を保存しなければならない。 

２ 交付決定者のうち、要綱第４条第１項第１号に定める太陽光発電設備を導入した者は、当該太陽光



 

 

発電設備の利用状況（発電電力量、自家消費率、売電量）が分かる書類を補助対象設備の設置が完了し

た年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

３ 前２項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的

記録によることができる。 

４ 市長は、必要に応じて、前３項に定める書類に関する報告を求めることができ、交付決定者はこれ

に応じなければならない。 

 

（様式） 

第 16条 

 この要領に規定する様式第１号から様式第 18号までの様式は、別に市長が定める。 

 

（要綱で別に定めるとした事項） 

第 17条 

 要綱で別に定めるとした事項は、別紙１のとおりとする。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、制定の日から施行する。 

 

２ この要領は、令和９年３月 31日限り、その効力を失う。ただし、令和９年１月 29日までに申込のあ

った補助金の交付に係る規定の適用については、この要領の失効後もなおその効力を有する。 

 

 



別紙１ 令和８年度ひらかたゼロカーボン推進補助金交付要領第 17条に規定する事項 

 

 

令和８年度ひらかたゼロカーボン推進補助金交付要領第 17条に規定する事項は次のとおりとする。 

 

１．第５条第１項 

 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和８年３月 31日環地域事発第 2603313号）別紙２ 

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業（重点対策加速化事業） 

 

２．第５条第１項第３号 

 二酸化炭素を冷媒として使用する空気熱源方式であるもの。 

 

３．第５条第１項第４号 

 一般社団法人燃料電池普及促進協会（FCA）が公表する機器登録リストに登録されている製品である

もの。 

 

４．第５条第１項第５号ロ 

 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象銘柄のうち、電気自動車であるも

の。 

 

５．第５条第１項第６号ロ 

 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助

金」 

 

６．第６条 

 太陽電池モジュールの JIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力

の合計値の低い方を kW単位で小数点以下を切り捨てた値 

 

７．附則２ 

 対象設備の導入に係る工事の着工及び契約の締結を令和８年４月２日以降に行っている補助対象行

為。ただし、第５条第１項第５号の電気自動車については、この限りではない。 


